
というふうに考えておるところでございます。
○小森委員　ごく素直に考えると、日本の国の人口もどんどんふえてきたわけですが、しか
し、労働力の吸収の度合いというのは、これは女性の労働者もふえてきたというようなことも
ありまして、全体では物すごい人数がふえてきておると思います。そうなると、明治から大
正、昭和へかけて都市に集中してくる労働力人口が多くなってきたことに対する社会政策とし
てここを安定させなければいかぬ。それは第一義的には企業が労働力をどう安定して確保する
かということにあったと思うけれども、図らずも結果としてそれが今日の借地・借家法のよう
に権利関係としてある程度家を借りておる者、土地を借りておる者を守る、こういう結果にな
ったと思う。だから私が先ほど素直に見るということを前置きをしたのは、今日のように労働
力人口が物すごくふえて、それで東京都内へ二百六十万人も朝働きに来るというような状況の
ときに、どうして今まである程度そういう立場の人を守ってきた法律をこの辺で手をつけなけ
ればならぬのか、これが私は不思議でかなわぬのであります。
　この間も私、あれはどこだったか、ＪＲ線に乗りましたら、駅員が、こらっ、そんなに焦っ
て乗ってはだめじゃろうがと言って乗客を怒りおるのですな。しかし、それに乗りおくれた
ら、勤め、間に合わんのですね。それで私はそのときに、何時何十分の電車でというのをちょ
っとメモしておこうと思って、ＪＲの当局へ注意しようと思ったのですよ、そういう乗客に対
して無礼なことを言うなと注意しようと思ったけれども、何日の日は覚えているけれども、ち
ょうど何分発であったかというと覚えてないからよう言わなかったけれども、そこまで通勤す
るのに怒られ怒られ電車に乗らなければならぬような情けない目に遭っておるわけですよ、現
実は。労働力人口がふえてきておるのに、その労働力を供給する安定的な生活の基盤である住
居の問題をめぐって、先ほど私が申し上げましたように、主たる原因は借地・借家法ではない
ということが明らかになっておるのに、しかもバブル経済その他の大変な社会的な矛盾が生ま
れてきて社会の不合理というものが物すごく露出しておるときに、どうしてみんなが心配する
ようなことをするのでしょうかね。
○清水（湛）政府委員　これは繰り返しになるわけでございますけれども、借地・借家法の基
本的な枠組みというのは今回変えていないわけでございます。ただ、従来のものにプラスして
新しいメニューをつけ加える、そういうメニューも利用していただく、それを利用したいとい
う社会的な需要が現実に生じてきたということでございまして、基本的には従来どおりの借地
権、借家権というものが保障されているわけでございまして、このことは全く変わっていな
い。恐らく委員御指摘のように、例えば借地権の存続期間あるいは正当事由というようなこと
についての御懸念というものがあってそういう御発言になっておられるのかなという感じもい
たしますけれども、これにつきましても既存のものについてはもちろん適用はございません
し、また基本的には、新しい法律が適用される借地・借家関係におきましても、借地人の権利
の保護、その権利の長期・安定的な保障というものは全く変わっていないというふうに私ども
は考えているところでございまして、都市部の労働者に不安を持ち込むというようなことば私
どもは全くないのではないかというふうに考えているわけでございます。
○小森委員　全く変わっていないというお話ですから、まあ時間の配分の問題もありますの
で、正当事由のところへちょっと入らせていただきたいと思います。
　全く変わっていない、判例のとおりだということになれば、どういう必要があって新たな法
文がここに出てきたのか、ここからまずお答えいただきましょう。
○永井政府委員　現行法におきます正当事由の書き方は、先ほど鈴木委員の御質問にもお答え
いたしましたとおり、例えば借地法でございますと、現行借地法第四条で「土地所有者カ自ラ
土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合」という規定の仕方をしてお
ります。この規定の仕方は、この昭和十六年当時は、貸し主の側に使用の必要性があれば借り
主の側の事情を考慮することなく立ち退きを求めることができるというのが絶対的な条件にな
っていたわけでございます。それでもう一つ、「正当ノ事由」というところで、いろいろな事
情を考えて、貸し主の使用の必要だけでなくてほかの事情がある場合もいわば立ち退きを求め
ることができますよ、こういう規定ぶりになっているわけでございます。この規定ぶりをその
まま解釈いたしますと、要するに借りている側の事情は本来考えなくてもいい、そういう解釈
が従来されていたわけです。しかし戦後の判例によりまして、これは社会的正義に反するので
はないかという判例の動きによりまして、これは双方の事情を勘案しなさいというふうに実務
の取り扱いが変更になったわけでございます。
　それで、これだけ長年の間の判例が定着しておりますから、これを改正しなくてもこれはこ
れでいいのではないかという考え方も確かにあるわけでございます。しかし、長年の判例の集
積の結果をどのように表現するか、また、平仮名、口語の条文に改めていく場合には、できる
だけその基準というものは裁判所に対する裁判規範としてもやはり拘束性を持たせた方がいい
のではないか、こういう考え方から、できるだけその要素をはっきりさせる、とりわけ双方が
土地の使用を必要とする事情ということを明確に第一義的に出した方がいい、こういう考え方
でございます。したがいまして、現行法のもとでも実は判例では、このように現在の借地借家
法の第六条に提案しておりますような考え方で判例が運用されております。しかし、その判例
の運用を担保する意味で、ある意味ではこういうふうな明確な規定ぶりにした方がいいのでは
ないか、こういう考え方で規定をしておるわけでございまして、中身は全く同じであるという
ふうに考えております。
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